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軽減税率対策補助金について

・本補助金は、導入するレジの種類や受発注システムの複数税率への対応方法（導入/改
修）により、申請タイプが異なります。

・本マニュアルは、「受発注システムの改修等支援」について、中小企業者等の代理申請
および改修・入替作業をしていただく指定事業者の募集・登録の手続きを説明するもの
です。

軽減税率対策補助金とは
消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、
複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等に要する経費の一部を補助すること
により、導入等の準備が円滑に進むよう支援する制度です。電子的受発注システムを使用
して日頃から軽減税率対象商品を取引しており、将来にわたり継続的に取引を行うために
受発注システムを改修・入替する事業者を支援します。

申請タイプ 補助対象の概要

A型 複数税率対応レジの導入支援

A-1 レジ・導入型
複数税率対応の機能を有するPOS機能のないレジを対象機器

とし、その導入費用を補助対象とする

A-2 レジ・改修型
複数税率非対応のレジを、対応レジに改修する場合の費用を

補助対象とする

A-3 モバイルPOSレジ
システム

複数税率に対応した継続的なレジ機能サービスをタブレット、
PC、スマートフォンを用いて利用し、レシートプリンタを
含む付属機器を組み合わせてレジとして新たに導入するものを
補助対象とする

A-4 POSレジシステム
ＰＯＳレジシステムを複数税率に対応するように改修または

導入する場合の費用を補助対象とする

B型 受発注システムの改修等支援

B型 受発注システムの改修等
支援

電子的な受発注システムを改修・入替する場合の費用を補助
対象とする

B-2型 受発注システムのパッ
ケージ製品およびサービスの導
入

電子的な受発注システムを導入する場合の費用を補助対象とす
る

※中小企業者自らパッケージ製品・サービスを購入し導入する
場合（リース利用する場合はリース事業者との共同申請）
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Ⅰ章 事業概要
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１．補助対象事業者

以下の要件を満たす中小企業支援法に規定する中小企業者等、その他中小企業庁長官が

認める者

イ．消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が必要な事業者

ロ．EOS/EDI等の電子的受発注システムを介して取引を行っている事業者

※みなし大企業は支援対象外

「みなし大企業」とは以下のいずれかに該当する者をいいます。

・発行済株式の総数又は出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している中小企業者

・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2/3以上を大企業が所有している中小企業者

・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占めている中小企業者

３．補助率および補助上限

補助率 ２／３

上限金額： 発注に関わる機能の改修・入替 ：1000万円

受注に関わる機能の改修・入替 ： 150万円

２．補助対象となる改修・入替

Ⅰ章 事業概要

• 取引先間でＥＤＩ／ＥＯＳ等の電子的な受発注システムを利用している事業者（※1）
のうち、電子的受発注に必須となる商品マスタや、発注・購買管理、受注管理機能
（※2）のうち、複数税率対応に伴い必要となる改修・入替を補助対象とします。

• 電子的受発注データのフォーマットやコード等の複数税率対応に伴う改修や、現在利
用している電子的受発注システムから複数税率対応したシステムへの入替を補助対象
とします。

※1電子的受発注システムは利用していないが、取引先の要請等により、新規にシステ
ム（ＥＤＩおよびこれと連動する発注・購買管理機能または受注管理機能）を導入
する場合は補助対象とします。ただし、取引先は電子的受発注システムを利用して
いることが必要です。

※２受発注管理とともに、在庫管理や財務会計などが一体となったパッケージ製品・
サービスについては、電子的受発注システムの機能（P3「システム改修等範囲の
概念図」参照）を含むものであれば、補助対象とします。

注）パッケージ製品にはハードウェアは含みません。
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水色の部分が電子的受発注システムの機能の範囲且つ、補助対象範囲です。

４．システム改修等範囲の概念図

Ⅰ章 事業概要
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5. 事業スキーム

Ⅰ章 事業概要
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Ⅱ章 指定事業者登録要件および登録方法
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1. 指定事業者の業務

・代理申請を行う者として適切な交付申請、完了報告を行うこと
・対象となるシステム等の改修を検討する中小企業者等に対して、本事業について
の詳細な説明を行うこと

・システム改修後、操作方法を含め、トラブル対応等のお客様サポートを十分行う
こと

・顧客を含め、求めに応じて軽減税率に必要な対応を促すこと
・事務局が指定した補助対象に係る改修・入替を行うこと
・補助対象に係る改修・入替の内訳、工数・単価を提示、説明すること
・中小企業者等が虚偽申告等により補助金を不正に受給したことが明らかになった
場合、速やかに事務局に報告すること

・補助金の交付が決定した後は、事務局が行う調査に協力するなど補助金の適正な
運営に協力すること

Ⅱ章 指定事業者登録要件および登録方法
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２．指定事業者登録の流れ（フロー図）

②HPにて登録のお申し込み
必要事項等入力

③仮登録申請受付

システムベンダー事務局

≪登録フォーム入力項目≫
・法人番号
・会社名
・業種
・代表者名
・法人設立日／開業日
・担当者名
・メールアドレス
・電話番号 等

①指定事業者登録フォーム公開

④「メールアドレス確認」メールを送信
（確認URLを添付）
※Ｐ20参考資料1参照

⑤メール受取～本人確認

⑥事業者本人確認

⑧登録情報を入力後、ダウンロード

⑦「申請書（PDF) URLのおしらせ」
メールを送付

※Ｐ21参考資料2参照

⑨指定事業者登録申請書の宣誓内容を
確認後、押印・郵送

⑩申請受付・審査

⑪登録完了～完了通知

⑫指定事業者登録完了⑬ＨＰにて指定事業者情報公開

【指定事業者登録書類】

〇指定事業者登録申請書

〇事業者概要

◆全部事項証明書

または開業届（写しでも可）

◆会社案内等（写しでも可）

◆受発注システムの改修等に

係る標準工数等算定書

◆受発注システムの改修等に

係る想定人件費単価

申請用アカウント発行

Ⅱ章 指定事業者登録要件および登録方法
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３．指定事業者登録の流れ

（1）申請の流れ

① http://kzt-hojo.jp/contractor/s_apply/にアクセスして、ページ中段の「提出書類」

の項から以下の書類をダウンロード

・受発注システムの改修等に係る標準工数等算定書：様式B1-3

・受発注システムの改修等に係る想定人件費単価：様式B1-4

② ページ下部の「指定事業者登録へ進む」をクリック

③ 規約を最後まで確認し、「同意する」にチェック

④ 事業者概要に必要な項目を入力後、内容を確認し、問題なければ送信をクリック

⑤ 事務局から送達確認のメールが届くので、メールに記載されたURLをクリック

⑥ 送達確認が終わり、追加で届く2通目のメールに記載されている申請書ダウンロード

URLにアクセスし 以下の指定様式をダウンロード

・指定事業者登録申請書：様式B1-1

・事業者概要：様式B1-2

※有効期限までにURLにアクセスいただけなかった場合は、無効となります。

⑦ ダウンロードした指定様式を出力、確認、押印の上、下記に記載する提出書類を一式

そろえ、軽減税率対策補助金事務局に書類を送付

※書類の不備については、受付されない可能性がありますので十分留意してください。

⑧ なお、受発注システムの改修等に係る標準工数等算定書（様式B1-3)、受発注システム

の改修等に係る想定人件費単価 様式B1-4）については、別途受付メールアドレス

（b1@kzt-hojo.jp）に送付

４．記入の際の注意事項

指定事業者登録申請書は、電算処理を行いますので記入ルールをよくご確認の上、資料を
作成してください。
条件に従っていない場合はエラーとなりますのでご注意ください。

1. 項目は、原則すべて入力（記入）してください。
2. 数字は半角、英字は半角大文字で記入すること。不要なスペースは入力しないで

ください。
3. 入力の起点を変えず、書式フォーマットの変更（列の削除や追加）は行わないで

ください。また、行はあけずにつめて入力してください。
4. 環境依存文字（②、Ⅱ、㈱、㈲など））を使用しないでください。

関数（計算式）、参照・リンク（他ファイル、他シート）等は行わないでください。
5. 宣誓の欄に関しましてはご確認頂き、社判の押印をお願いいたします。

■指定事業者登録をするにあたり、登録される指定事業者の方には、代理申請者コード

を付与させて頂きます。申請の手順は下記の通りです。

Ⅱ章 指定事業者登録要件および登録方法
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５．指定事業者登録時の提出物

№ 様式 書類名 備考

１ 指定（様式B1-1） 指定事業者登録申請書 押印・郵送

２ 指定（様式B1-2） 事業者概要 郵送

３ 指定（様式B1-3） 受発注システムの改修等に係る標準工数等算定書 郵送およびメール

４ 指定（様式B1-4） 受発注システムの改修等に係る想定人件費単価 郵送およびメール

５ -
【法人の場合】全部事項証明書（3か月以内のもの）
【個人の場合】開業届

郵送
(写しでも可）

6 - 会社案内等（会社概要が確認できるもの）
郵送
(写しでも可)

Ⅱ章 指定事業者登録要件および登録方法

※必要に応じて追加の情報の提出をお願いする場合があります
※様式B1-3、B1-4についての回答内容は、あくまでも参考情報であり、制約等を与えるものでは
ございません。
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６．様式Ｂ1-1 指定事業者登録申請書

¸WEB申請画面で入力した情報をもとに作成されます。
ダウンロードをしてください。
¸宣誓内容をご確認いただき押印の上、郵送してください。

Ⅱ章 指定事業者登録要件および登録方法
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¸WEB申請画面で入力した情報をもとに作成されます。
ダウンロードをしてください。

７．様式Ｂ1-2 事業者概要

Ⅱ章 指定事業者登録要件および登録方法
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８．様式Ｂ1-3 受発注システムの改修等に係る標準工数等算定書

Ⅱ章 指定事業者登録要件および登録方法
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９．記載例1 受発注システムの改修等に係る標準工数等算定書

Ⅱ章 指定事業者登録要件および登録方法
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１０．記載例2 受発注システムの改修等に係る標準工数等算定書

Ⅱ章 指定事業者登録要件および登録方法
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１１．記載例３ 受発注システムの改修等に係る標準工数等算定書

Ⅱ章 指定事業者登録要件および登録方法
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１2．記載例4 受発注システムの改修等に係る標準工数等算定書

Ⅱ章 指定事業者登録要件および登録方法
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１３．様式B1 -4 受発注システムの改修等に係る想定人件費単価

Ⅱ章 指定事業者登録要件および登録方法
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１４．参考資料１

Ⅱ章 指定事業者登録要件および登録方法

＜From＞webregister@kzt-hojo.jp
＜件名＞[軽減税率対策補助金事務局指定事業者]メールアドレス確認
＜本文＞
この度は、軽減税率対策補助金受発注システムの改修等の指定事業者登録へ
申請いただきありがとうございます。
この後、下記URLにアクセスいただき、申請いただきました内容をご確認後、
申請書をプリントアウトし、必要事項の記載および押印の上、事務局までご郵送ください
。

URL： □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□
こちらのURLの有効期限は、20**年**月**日までとなっております。
期限までにアクセスいただけなかった場合は、指定事業者登録申請が無効となります。
審査の結果については、承認・不承認に関わらず、通知を行います。
承認を受けた方には、Web申請用のアカウントが発行されます

※このメールに覚えがない場合、メールアドレスが誤って送信された可能性があります。
大変お手数ですが、破棄してください。
※このメールは自動配信となります。本メールにご返信いただきましても
ご対応致しかねますのでご了承ください。

========================
お問い合わせ先
軽減税率対策補助金事務局コールセンター
0570-053-555ナビダイヤル(有料)
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6627-1316 (有料)
9:00～17:00(土・日・祝日除く)
----
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１５．参考資料２

Ⅱ章 指定事業者登録要件および登録方法

<From> webregister@kzt -hojo.jp  

 < > [ ] (PDF)URL ─⅔ ╠∑ 

 < > 

↓─ │⁸ ◦☻♥ⱶ ─ ┼ ™√∞⅝№╡⅜

≤℮↔↨™╕∆⁹ 

↓─ ⁸ URL ⌐▪◒☿☻™√∞⅝⁸ ™√∞⅝╕⇔√ ╩↔ ⁸ ╩ⱪꜞ

fi♩▪►♩⇔⁸ ─ ┘ ─ ⁸ ╕≢↔ ↄ∞↕™⁹ 

  

 URL ẽẽẽẽẽẽẽẽẽẽẽẽẽẽẽẽẽẽẽẽẽ 

  

↓∟╠─ URL ─ │⁸20** ** ** ╕≢≤⌂∫≡⅔╡╕∆⁹ ╕≢⌐▪◒☿☻™

√∞↑⌂⅛∫√ │⁸ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

─ ⌐≈™≡│⁸ ה ⌐ ╦╠∏⁸ ╩ ™╕∆⁹ ╩ ↑√ ⌐│⁸

Web ─▪◌►fi♩⅜ ↕╣╕∆  

  

 β↓─ⱷכꜟ⌐ ⅎ⅜⌂™ ⁸ⱷכꜟ▪♪꜠☻⅜ ∫≡ ↕╣√ ⅜№╡╕∆⁹

⅔ ≢∆⅜⁸ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 β↓─ⱷכꜟ│ ≤⌂╡╕∆⁹ ⱷכꜟ⌐↔ ™√∞⅝╕⇔≡╙↔ ⇔⅛⌡╕∆

─≢↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

 

ₔ  

  

 B   

 

β ╘─√╘⁸ ≢─ ╩⅔ ™™√⇔╕∆⁹ 

β ≢│ ↑╢↓≤⅜≢⅝╕∑╪⁹ 

β ─ ⌐│ ─ ⅜ ⌂ ≢─ ╩ ⇔≡⅔╡╕∆⁹ 

 

[ⱷכꜟ▪♪꜠☻]  b1@kzt- hojo.jp  

ⱷכꜟ≢ ↕╣╢ │ⱷכꜟ─ ╩ 

₈ /ủủủủ ₉≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

========================  

⅔ ™ ╦∑  

 כ♃fi☿ꜟכ◖

0570-053-555♫ⱦ♄▬ꜘꜟ( ) 

IP ⅛╠─⅔ ™ ╦∑ :03-6627-1316 ( ) 

9:00~17:00( ה ה ↄ) 
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1７．提出先

〒１０４－８６８９

晴海郵便局 京橋分室留

軽減税率対策補助金事務局 指定事業者登録B型係 宛

※局留めのため、郵便での提出をお願いいたします。

※宅配便では受付けることができません。

※郵送の際には特定記録等の追跡が可能な形態での送付を推奨しております。

[メールアドレス] b1@kzt-hojo.jp

メールで送付される際はメールの件名を

「軽減税率対策補助金指定事業者登録/○○○○株式会社」としてください。

１８．問い合わせ先

１６．登録申請受付期限

軽減税率対策補助金事務局 問い合わせ窓口

TEL：０５７０－０５３－５５５ （ナビダイヤル 有料）

IP電話からのお問い合わせ先：０３－６６２７－１３１６（有料）

受付時間：平日９時～１７時

※指定事業者、製品登録等に関するお問い合わせを受け付けております。

２０１９年６月２８日（消印有効）まで

※申請から登録まで一定の時間を要しますので、あらかじめご理解いただきますよう

お願いいたします。

Ⅱ章 指定事業者登録要件および登録方法


